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序章 

第１節 計画作成の背景と目的 

１ 計画作成の背景 

浜田市は、古くから石見地域の政治・文化の中心的役割を担ってきました。また、国指定の

天然記念物の石見
い わ み

畳ヶ浦
たたみがうら

や三隅
み す み

大平桜
おおびらざくら

などの自然、日本遺産の構成文化財である石見
い わ み

神楽
か ぐ ら

、

ユネスコ無形文化遺産の石州
せきしゅう

半紙
ば ん し

といった伝統文化も現在に伝えています。 

また、旧石器時代の遺跡があり、早くからこの地域において生活が営まれていました。古墳

時代には、大型前方後円墳の周布
す ふ

古墳が築かれ、地域社会の形成が進み、さらに石見国庁や

石見国分寺が存在する古代石見の中心地でした。中世には、三隅
み す み

氏
し

、永安
ながやす

氏
し

、福屋
ふ く や

氏
し

、周布
す ふ

氏
し

といった領主が山城などの拠点を構えていたほか、周布氏や三隅氏などは海外との交易を

行っていました。近世になると、域内は浜田藩と津和野藩が領有し、浜田藩内には城・城下

町と港が整備され、山間部の津和野藩内においても生産された紙や鉄などが、寄港した北前

船によって広く流通しました。浜田藩は第二次幕長戦争（石州口の戦い）で破れ、長州藩の

支配下に置かれます。明治時代に入ると浜田県が成立し、近代化が進むとともに、歩兵第二

十一連隊の移駐により軍都として、また、大正時代には山陰線が開通し、本市は石見の中核

都市として発展しました。 

現在の浜田市は、平成 17 年(2005)に浜田市
は ま だ し

・金城町
かなぎちょう

・旭 町
あさひちょう

・弥栄村
やさかむら

・三隅町
みすみちょう

の５市町村

が合併したことにより成立し、中国山地と日本海に抱かれた環境を有しています。 

このように本市は、連綿と続く歴史と豊かな自然に培われ、それを裏づける有形・無形の数

多くの文化財が所在するまちです。 

一方で、人口減少と少子高齢化等による社会構造の変化から、未指定・未登録の文化財（以

下「未指定文化財」といいます）はもとより、指定等文化財の毀損や滅失などが懸念されま

す。具体的には、民俗芸能の担い手の高齢化や減少、有形文化財の維持管理や保管の困難化

などがあげられます。また、この度取り組んでいる未指定文化財の把握調査を通じ、本市に

は、これまで把握できていない貴重な地域の宝が多数存在すると考えられ、近い将来、これ

ら多くの文化財の滅失や風化が懸念されています。 

 

２ 計画作成の目的 

浜田市において文化財を取り巻く状況は、前述のように厳しいといえ、未指定文化財を含め

文化財の所有者等（保持者・保持団体、管理者を含みます。）や行政だけで保存・活用するに

は限界があります。こうした中、文化財保護法の改正（平成 30 年(2018)６月）の趣旨として

「（前文略）未指定を含めた文化財をまちづくりに活かし、地域社会総がかりで、その継承に

取り組んでいくことが必要。（後文略）」（文化財保護法改正の概要：文化庁 平成 30年７月）

が示され、同法には「市町村による文化財保存活用地域計画の作成及び文化庁長官による認

定」などが規定されました。 

このため、本市における指定・未指定、有形・無形の文化財の保存・活用に、所有者等、市

民・地域団体等及び行政が連携し「地域社会総がかり」で、実効性を持って取り組んでいけ

るよう、文化財の保存・活用に関する基本的なマスタープラン兼アクションプランとして、

「浜田市文化財保存活用地域計画」を作成します。  
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３ 計画の対象 

文化財保存活用地域計画の対象とする文化財は、「文化財保護法に基づく文化財保存活用大

綱・文化財保存活用地域計画作成等に関する指針」（最終変更 令和５年３月…以下「地域計画

等指針」といいます。）において、次のように明記されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画の対象とする文化財とは、文化財保護法（以下、「法」といいます。）が保護の対象と

している文化財（６類型：法第２条）、埋蔵文化財（法第 92 条）、文化財の保存技術（法第

147 条）です。その他に、文化財保護法上の文化財には必ずしも該当しませんが、地域にとっ

て重要で継承すべきと考えられる文化的所産にも配慮します。 

文化財保護法には必ずしも該当しないと考えられる文化財は、伝統的に継承されてきた「暮

らしや生業等の音・香り」、「地名」などが想定され、これらも大切な地域の宝であることを、

市民等に伝えていくこと、また、できる限り守り、活かすことも意図します。 

さらに、本計画の第３章などでは「歴史文化」という語句を使用しています。本計画での歴

史文化とは、「文化財とそれらが存在する環境（周辺環境）を総体的に把握した概念」（下記

を参照）とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本指針の対象とする「文化財」とは、法第２条に規定される有形文化財、無形文化財、

民俗文化財、記念物、文化的景観、伝統的建造物群の６つの類型をいう（なお、この中に

は国や地方公共団体に指定等されたものだけでなく、何ら行政による保護措置が図られて

いない、いわゆる未指定文化財も含まれる）。 

また、法に規定される土地に埋蔵されている文化財（埋蔵文化財）や文化財を次世代へ

継承する上で欠かせない文化財の材料製作・修理等の伝統的な保存技術についても、幅広

く対象とすることが有効である。 

さらに、国民娯楽など、必ずしも文化財に該当するとは言えないものであっても、各地

域にとって重要であり、次世代に継承していくべきと考えられる文化的所産については、

これを幅広く捉え、文化財と同等に取り扱う視点も有効である。 

※アンダーラインは本計画で付記 

本計画における「歴史文化とは」 

○歴史文化の概念 

地域に固有の風土のもと、先人によって生み育まれ、時には変容しながら現代まで伝えら

れてきた知恵・経験・活動等の成果及びそれらが存在する環境を総体的に把握した概念

（「文化財保存活用地域計画」パンフレット 文化庁）。 

※アンダーラインは本計画で付記 
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参考資料：『島根県文化財保存活用大綱』

図１ 本計画の対象 
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【建造物】 
【美術工芸品】 ※保存と活用が特に必要なものを登録 

(県)県天然記念物 

(市)市天然記念物 

(国)天然記念物 

※我が国にとって価値が特に高いものを重要伝
統的建造物群保存地区として選定 

文化財の保存技術 
（法第 147 条） 

(国)特別史跡 記念物 指定 指定 

(国)選定保存技術 選定 

※保存の措置を講ずる必要があるものを選定保存技術として選定
【文化財の保存に必要な材料製
作、修理、修復の技術等】 

埋蔵文化財（法第 92 条） 

図２ 文化財の体系 

【遺跡】 
貝塚・古墳・都城跡・旧宅
等 
【名勝地】 
庭園・橋梁・峡谷・海浜・山
岳等 
【動物・植物・地質鉱物】 

※重要なものを史跡に、特に重
要なものを特別史跡に指定 

(国)特別名勝 

(県)県名勝、(市)市名勝 

指定 (国)名勝 

 

指定 

※重要なものを名勝に、特に重
要なものを特別名勝に指定 

(国)特別天然記念物 指定 

※重要なものを天然記念物に、
特に重要なものを特別天然記
念物に指定 

(国)登録記念物 登録 

【演劇・音楽・工芸技術等】 

※保存と活用が特に必要なものを登録 

文
化
財
（
法
第
２
条
）
…
６
類
型 

文化的景観 (国)重要文化的景観 

※特に重要なものを重要文化的景観として選定 

都道府県又は
市町村の申出
に基づき選定 

【地域における人々の生活又は生業及び地域の風土により形成された景観地】
棚田・里山・用水路等 

伝統的建造物群 

保存地区 

民俗文化財 

※特に必要のあるものを選択

【有形の民俗文化財】 
無形の民俗文化財に用い
られる衣服・器具・家具等 

【無形の民俗文化財】 
衣食住・生業・信仰・年中
行事等に関する風俗慣習・
民俗芸能・民俗技術 

(県)県有形民俗文化財、(市)市有形民俗文化財 

(国)重要有形民俗文化財  指定 

(県)県無形民俗文化財、(市)市無形民俗文化財 

(国)重要無形民俗文化財  

(国)登録有形・無形民俗文化財 登録 

※保存と活用が特に必要なものを登録 

(国)記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財 選択 

(国)登録無形文化財 

(国)重要伝統的 

建造物群保存地区 
伝統的建造物群 

登録 

市町村が条例
等により決定 

※保存と活用が特に必要なものを登録 

(国)記録作成等の措置を講ずべき無形文化財 選択 

【建造物】 
【美術工芸品】絵画・彫刻・工
芸品・書籍・典籍・古文書・考
古資料・歴史資料等 

※重要なものを重要文化財に、
世界文化の見知から価値の
高いもので、たぐいない国民
の宝たるものを国宝に指定 

市町村の申出
に基づき選定 

登録 

(県)県有形文化財 

(市)市有形文化財 

(県)県無形文化財、(市)無形文化財 

※特に必要のあるものを選択

(県)県史跡、(市)市史跡 

(国)重要文化財 (国)国宝 有形文化財 

文化財の種類 重要なもの 特に価値の高いもの

指定 指定 

無形文化財 

(国)登録有形文化財 

(国)重要無形文化財  

(国)史跡  
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第２節 計画期間 

本計画の計画期間は、浜田市の次期総合振興計画と計画期間を合わせるため、令和７年度

(2025)から令和 17 年度(2035)の 11 年間とします。この計画期間を前期（６年間）、後期（５

年間）に分け、措置を設定します。 

また、現行の第２次浜田市総合振興計画の最終年度は、令和７年度(2025)であることから、

次期総合振興計画の策定に際しては、本計画の内容の反映に努めます。 

さらに、前期・後期の最終年度（状況に応じてその前年度から）においては、本計画に位置

づけた措置等の総合的な点検・検証を行います。その結果を踏まえ、ＰＤＣＡサイクル（計

画・実行・評価・改善）の考え方を取り入れ、見直し等を検討するとともに、後期に関して

は次の計画の作成（改定）に取り組みます。 

それら以外の年度においても、適宜、本計画の実施状況等の点検を行い、必要に応じて本計

画の見直しに柔軟に対応します。 

なお、本計画について軽微な変更を行った場合は、当該変更の内容について、島根県及び文

化庁に報告を行い、軽微な変更でない場合は、文化庁長官による変更の認定を受けることと

します。 

表１ 本計画の計画期間（浜田市総合振興計画との関係） 

期間 
計画 

令和６
年度 
(2024) 

令和７
年度 
(2025) 

令和８
年度 
(2026) 

令和９
年度 
(2027) 

令和10
年度 
(2028) 

令和11 
年度 
(2029) 

令和12
年度 
(2030) 

令和13
年度 
(2031) 

令和14
年度 
(2032) 

令和15
年度 
(2033) 

令和16
年度 
(2034) 

令和17
年度 
(2035) 

浜田市文化
財保存活用
地域計画 

            

（R4～6） 
作成 
作業 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

        

  
 
 

 
 

        

（第２次） 
浜田市総合
振興計画 
・次期計画 

            

  

            

 

＜認定を受けた地域計画の変更、進捗管理・自己評価、認定の取消し等＞ 

認定を受けた計画を変更する場合などに関しては、次のとおり定められています。 

○認定を受けた地域計画を変更する場合は、軽微な変更を除き、文化庁長官による変更の認

定が必要である（法第183条の４）。軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更をいう。 

・計画期間の変更 

・市町村の区域内に存する文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更 

・地域計画の実施に支障が生じるおそれのある変更 

○認定地域計画の計画期間が終了する際、地域計画の継続を希望する場合には、内容の見直

しを行った上で、あらためて文化庁長官へ認定申請を行うことが必要である。 

○地域計画の着実な実施のため、適切に進捗管理を行うとともに、計画期間終了前の適当な

時期に自己評価を行い、その結果を次期地域計画へ反映させることが望ましい。 

○認定基準に適合しなくなった認定地域計画については、認定基準に適合するよう文化庁か

ら指導・助言を行いつつ状況の是正を図った上で、それでも改善が図られない場合には認定

の取消しを行うことがある（法第183条の６及び第183条の７）。 

前期（６年間） 後期（５年間） 

想定：次期計画（第３次浜田市総合振興計画：10 年間） 現行計画 
（第２次） 

次期計画への反映 

総合的な 
点検・検証 

総合的な点検・検証
改定作業

※状況によりR16 から 

実施状況等の点検（適宜） 

反映 

改定作業 改定作業 
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第３節 計画の位置づけ 

１ 計画の位置づけ 

本計画は、文化財保護法第183条の３第１項の規定に基づき作成するものです。 

また、浜田市の最上位計画である「第２次浜田市総合振興計画」と「浜田市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」、及び「浜田市まち・ひと・しごと創生総合戦略プラス」を踏まえるとと

もに、「島根県文化財保存活用大綱」を勘案して作成しました。 

さらに、教育部門の「浜田市教育大綱」、「浜田市教育振興計画」を踏まえるとともに、「浜

田市都市計画マスタープラン」、「浜田市緑の基本計画」などの関連計画との整合を図りまし

た。 

このようにして作成した本計画は、浜田市の文化財の保存・活用に関するマスタープラン

（基本計画）兼アクションプラン（行動計画）となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【教育・文化部門の上位計画】 

【上位計画（浜田市の最上位計画）】 

第２次浜田市総合振興計画（基本構想、基本計画） 

平成28年(2016)３月策定 

目標年度：令和７年度(2025)  計画期間：平成28年度(2016)～令和７年度(2025)（10年間） 

前期 平成28年度(2016)～令和３年度(2021)（６年間） 

後期 令和４年度(2022)～令和７年度(2025)（４年間） 

↓ 

浜田市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
平成27年(2015)10月策定 令和元年(2019)11月改訂 

計画期間：平成27年度(2015)～令和元年度(2019)（２年延長：令和３年度(2021)） 

※第２次浜田市総合振興計画後期基本計画に統合・一本化を図るため２年延長（令和元年(2019)11月） 

↓ 

浜田市まち・ひと・しごと創生総合戦略プラス 

令和３年度(2021)～令和７年度(2025) 

○浜田市教育大綱 

平成 27 年度(2015)策定 

○浜田市教育振興計画 
令和４年(2022)２月策定 

 

整
合
・
反
映 

図３ 計画の位置づけ（上位計画、関連計画との関係） 

＜関連計画等＞ 
○浜田市都市計画マスタ
ープラン 
令和４年(2022)３月策定 

○浜田市緑の基本計画 
 平成29年(2017)３月策定 

○浜田市景観計画 
 平成29年(2017)３月策定 
○その他関連計画 
※今後策定する計画は、適宜、

本計画の反映及び本計画との

整合を図る。 

 

浜田市文化財 

保存活用地域計画 

※文化財部門の上位計画 

＜関係法令等＞ 
・文化財保護法 ・地方教育行政の組織及び運営に関する法律 
・地域における歴史的風致の維持向上に関する法律 
・景観法 ・都市計画法 ・その他関係する法令及び指針等 

準拠
準拠

整合 

※策定時期が第２次浜田市

総合振興計画より以前の

ものは、第 1 次浜田市総

合振興計画を踏まえて策

定（右の関連計画等も同

様） 

整合 

島根県文化財保存活用大綱 

(令和３年(2021)３月島根県教育委員会) 

勘案

整合
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２ 上位計画・関連計画の概要 

（１）上位計画 

ア 第２次浜田市総合振興計画（平成28年(2016)３月策定） 

第２次浜田市総合振興計画（以下「総合振興計画」と言います。）は、長期的な視点から浜

田市の将来像を定め、その実現に向けて計画的な行政運営を行うため、まちづくりの方向性

等を総合的、体系的にまとめた計画です。 

この計画は、本市の最上位の計画として市政運営の最も基本となる指針であり、市民と行政

の共通の目標となります。 

総合振興計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」で構成します。 

【基本構想】 

本市が目指す将来像と、それを実現するためのまちづくりの大綱、基本指標等を示すもので、

目標年度は、10年後の令和７年度(2025)とします。 

〔期間〕 平成28年度(2016)～令和７年度(2025)（10年間） 

【基本計画】 

基本構想に示す将来像を実現するため、まちづくりの大綱に基づき、具体的な施策展開の方

向や施策の目標を示します。 

〔期間〕 前期 平成28年度(2016)～令和３年度(2021)（６年間） 

     後期 令和４年度(2022)～令和７年度(2025)（４年間）…現在の計画 

総合振興計画においては、将来像とそれを実現するために、下記のとおり７つの「まちづく

りの大綱」を掲げています。 

将来像：住みたい 住んでよかった魅力いっぱい 元気な浜田 

～ 豊かな自然、温かい人情、人の絆を大切にするまち ～ 

７つの「まちづくりの大綱」 

Ⅰ 活力のある産業を育て雇用をつくるまち【産業経済部門】 

Ⅱ 健康でいきいきと暮らせるまち【健康福祉部門】 

Ⅲ 夢を持ち郷土を愛する人を育むまち【教育文化部門】 

Ⅳ 自然環境を守り活かすまち【環境部門】 

Ⅴ 生活基盤が整った快適に暮らせるまち【生活基盤部門】 

Ⅵ 安全で安心して暮らせるまち【防災・防犯・消防部門】 

Ⅶ 協働による持続可能なまち【地域振興部門】 

これらのうち、本計画は直接的には「Ⅲ 夢を持ち郷土を愛する人を育むまち【教育文化部

門】」、及びそのもとに設定した施策大綱の中の「歴史・文化の伝承と創造」に該当します。 

また、総合振興計画は、「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成に向けた取組」として、

「ＳＤＧｓの理念を取り込み、本市の実情に合わせた目標やターゲットの選択を行い、多種

多様な取組を行うことで、後期基本計画の目標とともにＳＤＧｓの目標も達成していくこと

を目指します。」としています。本計画では、個々の方針ごとにＳＤＧｓの目標等は設定せず、

総合振興計画のもとにＳＤＧｓの目標の達成に寄与することを目指します。 

なお、文化財の保存・活用は、産業、健康づくり、自然環境、快適な環境、防災・防犯、協

働（地域社会総がかり）などにも関係します。このため、本計画の作成は、総合振興計画全

体を視野に入れて計画内容の整合を図るとともに、総合振興計画の改定は、本計画の反映に

努めます。 

 



- 8 - 

イ 浜田市教育大綱（平成27年度(2015)策定） 

教育大綱は「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正により、策定が求めら

れるものです。浜田市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱です。 

この大綱は、理念を「夢を持ち郷土を愛する人を育みます」とし、５つの施策の柱を明らか

にしています。 

１ 学校教育の充実 

２ 家庭教育支援の推進 

３ 社会教育の推進 

４ 生涯スポーツの振興 

５ 歴史・文化の伝承と創造 

これらのうち、文化財に関係する「５ 歴史・文化の伝承と創造」は、次のように示してい

ます。 

○郷土の歴史や文化・芸術をより身近に感じ、楽しみながら豊かな心を創造できるよう、文

化・芸術活動の活性化を図ります。 

○伝統文化や文化財等の保存や活用とともに次世代への継承を図ります。 

また、特に文化財の活用においては、上記の「１～４」にも関係することから、本計画の作

成においては、これらとの整合も図っています。 

 

ウ 浜田市教育振興計画（令和４年(2022)２月策定） 

教育振興計画（令和４年度(2022)～令和７年度(2025)）は、浜田市総合振興計画後期基本計

画（令和４年度(2022)～令和７年度(2025)）の実施計画として、前述のような時代の変化や社

会の変化に対応した教育の方向性を示し、その実現を目指すものです。 

この計画の第３章には実施計画を定めており、「Ⅴ 歴史・文化の伝承と創造 ～将来へ芸

術・文化財を守り伝える～」では次の柱を立てています。 

（１）芸術文化の振興 

（２）伝統文化の保存継承 

（３）文化財の調査・保存と活用 

（４）地域文化の交流拠点づくり 

（５）認定された日本遺産の活用 

本計画の作成においては、これらを踏まえています。 

 

（２）関連計画 

ア 都市計画マスタープラン（令和４年(2022)３月策定） 

浜田市都市計画マスタープランは、都市計画法第 18 条の２に定める本市の都市計画に関す

る基本的な方針です。 

本マスタープランに示す将来都市像や取組の方向性を、市民・事業者・まちづくり活動団体

と行政が共有し、「協働による都市づくり」を進めていきます。 

全体構想は本市域全体を、地区別構想は都市計画区域を対象とし、目標年次は概ね 20 年先

を展望しつつ、10年先の令和14年（2032）としています。 

本計画の作成においては、都市計画マスタープランにある将来都市構造、分野別・地区別の

都市づくりの方針などとの整合を図っています。 
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イ 浜田市緑の基本計画（平成29年(2017)３月策定） 

浜田市緑の基本計画は、都市緑地法第４条「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」

に基づいています。本市の誇りである豊かな緑を環境保全やまちづくりに活かすことで、緑

地の適正な保全と緑化の推進を総合的かつ計画的に推進するために定められた計画です。 

本計画の作成においては、緑地の適正な保全や緑化の推進の中で文化財の保存・活用と整合

を図っています。 

 

ウ 浜田市景観計画（平成29年(2017)３月策定） 

浜田市景観計画は、先人から引き継いできた本市固有の景観を守り、育て、創造し次の世代

に伝えるため、景観法に基づく様々な制度を有効に活用し、市民、事業者、市民団体・NPO 法

人、行政等が地域と一体となって、景観まちづくりを推進していくことを目的としています。 

この計画では、本市の景観を地域の風土の基盤をなす「自然の景観」、風土に対応して築か

れてきた「歴史文化の景観」、人々の暮らしとともに育まれてきた「生活の景観」の３つの観

点から捉えています。 

本計画の作成においては、これら３つの景観などを考慮しながら、景観面からも文化財の保

存・活用を検討しています。 

 

（３）島根県文化財保存活用大綱（令和３年(2021)３月策定） 

平成 30 年(2018)の文化財保護法の改正（文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に

関する法律の一部を改正する法律）により、地域に所在する未指定を含めた有形・無形の文

化財の総合的・計画的な保存・活用を推進するため、都道府県は域内の文化財の保存・活用

に関する総合的な施策である「文化財保存活用大綱」の策定が可能になりました。これに基

づき島根県は、令和３年(2021)３月に「島根県文化財保存活用大綱」を策定しました。 

この大綱策定の背景として、過疎化・少子高齢化の進行、人々の価値観の多様化、文化財の

担い手や後継者不足などの文化財をとりまく状況により文化財が失われる危機にあることか

ら、地域の文化財の計画的な保存・活用のあり方として「文化財を守り、伝える体制づくり」、

「地域社会総がかりでの文化財の継承」、「文化財をまちづくりの核として活用」の必要性が

認識されています。 

こうした背景を踏まえ、基本理念「文化財の調査研究、保存・継承、活用を通じて、郷土へ

の愛着を深めるとともに、人々の交流を進める」及び３つの基本方針と取組が設定されてい

ます。 

さらに、文化財を未来へつなぎ、地域に活かしていくために、市町村や所有者への必要な支

援、地域社会総がかりで文化財を災害や犯罪被害から守り、未来へつないでいくための取組

（文化財のデータベース化、防災・防犯マニュアルの作成、島根県文化財救済ネットワーク

の構築）が示されています。 

この大綱を勘案して、本計画を作成しています。 

 

 

  


